
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模多機能型居宅介護重要事項説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１２月１６日制定 

 

社会福祉法人千代田会  

ゲ ス ト ハ ウ ス ご う ど  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

◇◆◇  重  要  事  項  説  明  書  ◇◆◇  

 

  

貴方若しくは貴方の家族が利用する小規模多機能型居宅介護サービス

について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容をご説明

させていただきます。  

 分からないことや、分かりにくいことがあれば、遠慮なく質問してく

ださい。  

 

 

 

 １ 事業主体（法人の情報） 

 ２ 事業所の概要 

 ３ 事業の目的と運営方針 

 ４ 事業実施地域、営業時間、定員等 

 ５ 従業者の職種、員数及び職務の内容等 

 ６ 利用者の状況 

 ７ サービスの概要 

 ８ サービス利用料金 

 ９ 利用にあたっての留意事項 

１０ 非常災害時の対策 

１１ 事故発生時及び緊急時の対応方法 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護 

１３ 小規模多機能型居宅介護計画 

１４ 居宅サービス計画の作成等 

１５ 身体的拘束等について 

１６ 苦情処理の体制 

１７ 衛生管理 

１８ 運営推進会議の概要 

１９ 高齢者虐待防止について 

 

 

 

 

 

 



１ 事業主体 

事業主体（法人名） 社会福祉法人千代田会 

法人格の種類 社会福祉法人 

代表名（職・氏名） 理事長 箕浦 準二 

法人所在地 

 

〒501-0105  

岐阜県岐阜市河渡２丁目４５番地 

連絡先等 TEL；058-251-5561  FAX；058-251-5560 

Ｅメールアドレス houjin@chiyodakai.or.jp 

ホームページアドレス https://chiyodakai.or.jp 

設立年月日 昭和５４年３月 

法人の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

  私達は、高齢者福祉の向上に努め、地域社会からの高い

信頼の上に、ご利用者から愛される施設づくりを目指し

ます。 

基本方針 

 一，安らぎと信頼ある施設づくりに努め、｢笑顔｣溢れる 

   生活を支援します。 

 二，ご利用者の人権・尊厳を大切にし、その人らしい日常

   生活を支援します。 

 三，地域からも愛される施設づくりを目指し、地域との絆

   を大切にします。 

 四，全職員が専門性の向上を図る為、自己研磨、｢和｣の 

   醸成に努め、質の高い介護サービスの提供に心掛けま

   す。 

運営方針 

  社会福祉法人千代田会は、社会福祉法人として法人｢法 

人順守マニュアル｣に沿って「コンプライアンス」を第一

にご利用者が｢安心｣して生活が営めるよう健全な事業運

営に努めます。 

  また職員の技能やモチベーションの向上を目指します。 

 

２ 事業所の概要 

事業所の名称 ゲストハウスごうど 

事業所管理者（氏名） 管理者 川上 工輔 

開設年月日 平成２２年３月１９日 

事業指定番号 指定第２１９０１００２３６号 

事業所所在地 

 

〒５０１－０１０５ 

岐阜県岐阜市河渡２丁目１１５番地４ 

 



連絡先等 TEL；058-251-1550  FAX；058-251-1556 

Ｅメールアドレス g-h-g@chiyodakai.or.jp 

敷地概要     ７５５ .３２㎡ 

建物概要 木造平屋建 建築面積２１４ .０２㎡  延床面積１９８ .９６㎡ 

主な設備等の概要 

宿泊室 ５ 室（1室8.30㎡） 

食堂・居間 １ヵ所（54.74㎡） 

トイレ ３ヵ所 

浴室 １ヵ所（一般浴室） 

台所 １ヵ所 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 小規模多機能型居宅介護「ゲストハウスごうど」（以下「

事業所」という。）が行う指定小規模多機能型居宅介護事業

及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護（以下「事業」と

いう。）では、事業所の管理者、介護職員、看護職員、介護

支援専門員（以下「従業者」という。）が要介護状態にある

高齢者に対し、適切な指定小規模多機能型居宅介護サービス

の提供することを目的とする。 

運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定小規模多機能型居宅介護（指定介護予防小規模多機

能型居宅介護）サービスの提供にあたっては、要介護者とな

った利用者が、可能な限り住み慣れた地域での居宅において

自立した生活を営む事ができるよう、心身の特性を踏まえて

、通いサービスを中心として、訪問サービス及び宿泊サービ

スを柔軟に組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流

の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世

話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維

持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指す。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減、

若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画

的に行う。 

３ 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重

し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日

常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。 

４ 事業の実施にあたっては、利用者が通いサービスを利用

していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供

、電話連絡による見守りを行う等、利用者の居宅における生

活を支えるために適切なサービスを提供する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし

、利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解

しやすいように説明を行う。 

７ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援セ

ンター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サー

ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

るものとする。 

８ 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な指導を行う。 

９ 前各項のほか、「岐阜市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成2

4年条例第74号）及び「岐阜市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例」（平成24年条例第79号）に定める

内容を遵守し、事業を実施する。 

 

４ 事業実施地域、営業時間、定員等 

営業日及び営業時間等 営業日 １年３６５日  営業時間 ２４時間 

サービス提供時間 

 

 

通いサービス   基本時間  ９：００～１６：００ 

泊まりサービス  基本時間 １６：００～ ９：００ 

訪問サービス   基本時間  ２４時間 

通常の事業実施地域 岐阜市全域 

定員 

 

 

 

登録定員     ２９名 

通いサービス定員 １５名 

泊まりサービス定員 ５名 

訪問サービスに関しては、調整により可能な限り 

５ 従業者の職種、員数及び職務内容等 

 ①従事者の職種、員数及び職務内容 

職種 常勤 非常勤 職務内容 

管理者 

 

 

 

 

 

 １名 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

管理者は、事業を代表し、従業者の管理及び業務の管

理を一元的に行うとともに、法令等において規定され

ている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守

すべき事項について指揮命令を行う。 

但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来

るものとする。 

計画作成担当者   名   名 計画作成担当者は、利用者及び家族の必要な相談に応



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、居

宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の

作成、地域包括支援センターや居宅介護サービス事業

所等のほかの関係機関との連絡、調整等を行う。 

但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来

るものとする。 

介護職員 

 

 

  名 

    

 

－ 

  

 

介護職員は、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、

利用者対し、必要な介護及び日常生活上の支援を行う

。 

看護職員 

 

－ 

 

－ 

 

看護職員は、利用者対し日常生活上の健康管理並びに

支援を行う。 

 

 ②主な職種の勤務態勢 

職種 勤務体制 

管理者  日勤    ８：００～１７：００ 

計画作成担当者  日勤    ８：００～１７：００ 

 

介護職員 

 

 

※ 看 護 職 員 は 隣 接 特 養

喜 久 寿 苑 か ら の 要 請 対

応 体 制 に て  

昼間の体制 

  早番   ７：３０～ １６：３０   

  日勤   ８：００～ １７：００     

（※訪問担当職員含む） 

夜間の体制 

  夜勤  １６：００～翌１０：００  １名 

  宿直   １７：３０～翌 ８：３０  １名（自宅待機） 

 

６ 利用者の状況  （ご契約時；令和  年  月  日現在） 

登録者数 登録者   名 内（契約時男性   名・女性   名） 

 

７ サービスの概要 

 

 

通い 

 

 

 

食事 

 

 

 

 

 

・食事の提供及び食事の介助をします。 

・食事はホールで摂っていただくよう配慮します。 

・身体状況・嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表 

に基づいて提供します。 

・調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできます。 

・食事サービスの利用は任意です。 

通い  

 

排泄  

 

・利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の 

自立についても適切な援助を行います。 

通い  

 

入浴  

 

 

・利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗 

身等の適切な介助を行います。 

（入浴サービスについては任意です。） 



通い  機能訓練  

 

・利用者の状況に応じた生活機能訓練を行い、身体機能の低下

を防止するように努めます。 

通い  健康管理  ・血圧、体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 

通い  送迎  ・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

訪問サービス 

 

・利用者の自宅にお伺いし、掃除、買い物、食事や入浴、排泄

等の日常生活上の援助を提供します。 

泊まりサービス 

 

・事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生 

活上の援助を提供します。 

                                                     

 

８ サービス利用料金 

 ①－ａ 介護保険給付サービス利用料金 

介護保険給付サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要支援及び要介護度別に応じて定められた金額（省令によ

 り変更あり）から介護保険給付額を除いた金額が利用者負

 担額になります。 

・１ヶ月ごとの定額制です。 

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額

 に合わせて、利用者の負担額を変更します。 

・月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した

 場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払

 いいただきます。 

・登録日とは利用者と事業所が契約を締結した日ではなく、

 サービスを実際に利用開始した日 

・登録終了日とは利用者と事業所の利用契約を終了した日 

 

①－ｂ 小規模多機能型居宅介護（介護保険負担割合証・負担割合に応じた定額金額／月） 

要介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保険負担割合証 

１割の自己負担額 

 

3,450円 

 

6,972円 

 

10,458円 

 

15,370円 

 

22,359円 

 

24,677円 

 

27,209円 

介護保険負担割合証 

２割の自己負担額 

 

6,900円 

 

13,944円 

 

20,916円 

 

30,740円 

 

44,718円 

 

49,354円 

 

54,418円 

※岐阜市より発行の「介護保険負担割合証」記載の負担割合より、 

１割～３割の自己負担額となります。 

①  －ｃ 加算に関して。 

ゲストハウスごうどの適用する加算は、別紙料金表より、利用者の要介護度に応じた

サービス利用料金をお支払い下さい。地域区分加算として岐阜市は 6級地１単位 10.33

円を乗じます。また体制加算届出状況により必要に応じ加算します。  

☆サービスの利用料金は、要介護度、負担割合証、負担限度額認定証の記載金額に応じ

て異なります。 



☆食費、居住費につきましては別紙料金表及び下記食事提供に要する費用の記載金額を

適用致します。 

☆各種加算につきましては、当事業所の体制に応じて適用される内容を別紙料金表に明

記させていただいております。なお、変更の際はご説明及び同意書にて対応させてい

ただきます。 

☆介護保険法は概ね３年ごとに法改正、報酬単価改正が行われます。ご利用料金が変更

となる場合は都度ご説明させていただきます。 

 

②その他のサービス利用料金 

   以下の金額は、介護保険給付サービスの対象外として、利用料金の全額が利用者の 

  負担となります。 

食事提供に要する費用 

 

 

・朝食４５０円 

・昼食７５０円（おやつ代１００円を含む） 

・夕食６５０円 

おむつ等の代金 

 

 

・尿取りパット    ５０円 

・紙パンツ     １５０円 

・紙おむつ       １８０円 

宿泊に要する費用 

 

 

・１泊につき２,５００円 

 尚、宿泊される際に食事提供が必要となる場合は、食事提

 供に要する費用が別途必要です。 

通常の事業実施地域を 

越える送迎費用 

 

 

・岐阜市を越えた場合 

 事業所から目的地までの距離による。 

  ・片道１０キロメートル未満  片道２５０円 

  ・片道１０キロメートル以上  片道５００円 

通常の事業実施地域を 

越える訪問サービス 

の交通費 

 

 

 

 

〔交通機関を利用した場合〕 

・交通機関利用料金実費 

〔自動車を利用した場合〕 

・岐阜市を越える場合 

 事業所から利用者の居宅までの距離による。 

  ・片道１０キロメートル未満    ２５０円 

  ・片道１０キロメートル以上    ５００円 

レクリエーション及び 

クラブ活動等 

に要する費用 

・利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションや

 クラブ活動に参加していただくことができます。 

・材料費等の実費 

理美容に要する費用 ・実費ご負担下さい。 

その他 

 

・お預かり金を事業所にて管理し、外出時等において使用で

 きます。使用状況は毎月報告させていただきます。   

 

 



 ③利用料金の支払い方法 

利用料、その他の 

費用の請求 

 

 

・利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用

 月ごとの合計金額により請求いたします。 

・請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日までに利

 用者あてにお届けします。 

利用料、その他の 

費用の支払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払

 いください。 

 ア）事業所での現金支払い 

 イ）事業者指定口座への振り込み 

 ウ）自動口座引き落とし 

【事業者指定口座振り込みの場合】 

 ぎふ農業協同組合 合渡支店  

 普通預金 口座番号 ００１１９３２ 

 口座名義 フリガナ ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾁﾖﾀﾞｶｲ ｹﾞｽﾄﾊｳｽｺﾞｳﾄﾞ 

ﾘｼﾞﾁ ｮｳﾐ ﾉｳ ﾗｼﾞｭ ﾝｼﾞ  

 口座名義 社会福祉法人千代田会 ゲストハウスごうど 

                  理事長 箕浦準二 

 ※お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので

、  必ず保管をお願いします。 

 

９ 利用にあたっての留意事項 

被保険者証の提示 

 

・サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してく

 ださい。 

サービス提供中 ・気分が悪くなったときは、速やかに申し出てください。 

食事 

 

 

・食事サービスの利用は任意です。 

・お弁当をご持参いただくことも可能ですが、その場合は予

 め事業所に申し出てください。 

入浴 ・入浴サービスについては任意です。 

送迎 ・決められた時間に遅れると送迎できない場合があります。 

 

訪問 

 

 

 

 

 

      

 

 

・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいた

 しません。 

・医療行為 

・利用者の家族に対する訪問介護サービス 

・飲酒及び利用者又はその家族等の同意なしに行う喫煙 

・利用者又はその家族等からの金銭又は物品の授受 

・利用者又はその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、

 営利活動 

・利用者又はその家族等に行う迷惑行為 



宿泊 

 

 

 

・急な利用希望はできるだけ対応いたしますが、宿泊室の定

 員を超える場合は、利用できないことがあります。 

・他の利用者の希望もありますので、調整させていただくこ

 とがあります。 

設備、部品の使用 

 

 

 

・事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用くだ

 さい。本来の用法に反した利用により破損等が生じた場合 

は弁償していただく場合があります。 

迷惑行為等 

 

 

・騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

 また、無断で他の利用者の宿泊室に立ち入らないようにし

 てください。 

飲酒、喫煙 

 

・無断での飲酒はご遠慮ください。 

・喫煙は決められた場所でしてください。 

所持品の持込 ・高価な貴重品や大金はこちらで管理できません。 

動物の持込 ・無断でのペットの持ち込みはお断りいたします。 

宗教活動、政治活動 

 

・事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご

 遠慮ください。 

 

１０ 非常災害時の対策 

非常災害時の対応方法 

 

 

 

 

・小規模多機能型居宅介護の提供中に天災その他の災害が発

 生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講じる

 ため、BCP策定により具体的な対処方法、避難経路及び協力

 機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮を

 とる。 

非常時の訓練等 

 

 

・非常災害に備えて、防火管理者を定め、年２回定期的に地

震、火災に対する避難、救出その他必要な訓練を行い、ま

た夜間を想定した避難訓練も年１回行います。 

        消防計画      

 

 

・事業所は、岐阜市北消防署への消防計画の届出の必要は 

ありませんが、避難訓練、消火訓練を行う際は訓練要綱及

び訓練報告をすることとします。 

 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

自動火災報知設備、非常通報設備、避難誘導灯、消火器、 

スプリンクラー  （※毎年１０月に総合点検を実施） 

 

１１ 事故発生時及び緊急時の対応方法 

事故発生時の対応方法 

 

 

 

・当事業所が利用者に対して行う小規模多機能型居宅介護サ

 ービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに利

 用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置

 を講じます。 



 

 

 

 

 

 また、当事業所が利用者に対して行った小規模多機能型居

 宅介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した

 場合には、損害賠償を速やかに行います。 

・事故については、事業所として事故の状況・経過を記録し

、 原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。 

利用者の病状急変等 

緊急時の対応方法 

 

 

 

 

・小規模多機能型居宅介護サービスの提供中に、利用者の体

 調悪化時や病状の急変等の緊急時には、利用者の主治医又

 は協力医療機関へ連絡し、必要な措置を速やかに講じ、ま

 た、利用者の家族に速やかに連絡させていただきます。 

・病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車によ

 る搬送を要請することはあります。 

協力医療機関 

（協力医療機関一覧） 

 

 

 

 

竹田クリニック 

〔所在地〕岐阜県岐阜市河渡３丁目１１０番地 

〔診療科〕内科、ペインクリック、 

桐山歯科医院 

〔所在地〕岐阜市司町２２ 

〔診療科〕歯科、訪問歯科 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護 

利用者及びその家族に 

関する秘密の保持につい

て 

 

 

・事業者及び事業者の従業者は、サービス提供をするうえで 

知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な利用な 

 く、第三者に漏らしません。 

・この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した 

 後も継続します。 

従事者に対する 

秘密の保持について 

 

 

 

・就業規則にて従業者は、サービス提供をするうえで知り得

 た利用者及びその家族に関する秘密を保持する義務を規定

 しています。また、その職を辞した後にも秘密の保持の義

 務はあります。秘密の保持の義務規定に違反した場合は、

 法人の罰則規定を設けています。 

個人情報の保護について 

 

 

 

 

 

 

 

・事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、会議

等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者

の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用

いません。 

・事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれ

 る記録物については、善管理者の注意をもって管理し、処

 分の際にも適切に漏洩を防止するものとします。 

 

 

 



１３ 小規模多機能型居宅介護計画 

小規模多機能型居宅 

介護計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人一人の人

 格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することがで

 きるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ

 つ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

 を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービス

 を柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援

 するものです。事業所の計画作成担当者は、利用者の状況

 に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者及び

 家族と協議のうえで小規模多機能型居宅介護計画を定め、

 またその実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果

 等は書面に記載して利用者に説明 のうえ交付します。 

  サービス提供に関する 

記録について 

 

 

・サービス提供に関する記録は、その完結の日から５年間保 

 管します。また、利用者又は利用者の家族はその記録の閲

覧が可能です。複写の交付については、実費をご負担いた

だきます。（ １枚につき ２０円） 

 

１４ 居宅サービス計画の作成 

居宅サービス計画 

の作成について 

 

 

 

 

・事業所の計画作成担当者（介護支援専門員）は、利用者の

 状況に合わせて適切に居宅サービスを提供するために、利

 用者の解決すべき課題の把握（アセスメント）やサービス

 担当者会議等を行い、居宅サービス計画（ケアプラン）を

 作成します。計画の内容及び評価結果等は書面に記載して

 利用者に説明のうえ交付します。 

 

１５ 身体的拘束等について 

身体的拘束等の禁止 

 

 

 

・事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

 保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

 の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

 という。）を行いません。 

緊急やむを得ない場合 

の検討 

 

 

 

 

 

・緊急やむを得ない場合に該当する、以下の要件をすべて満

 たす状態であるか管理者、計画作成担当者、介護職員で構

 成する検討会議を行います。個人では判断せず、当該利用

 者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可

 能性が著しく高い場合。身体的拘束等を行う以外に代替す

 る介護方法がないこと。そして身体的拘束等が一時的であ

 ること。 

家族への説明 

 

・緊急やむを得ない場合は、あらかじめ利用者の家族に、身

 体的拘束等の内容、目的、理由、拘束等の時間帯、期間等



 

 

 を詳細に説明し、同意を文書で得た場合のみ、その条件と

 期間内においてのみ行うものとします。 

身体的拘束等の記録 

 

・身体的拘束等を行う場合には、検討会議録、利用者の家族

への説明、経過観察や再検討の結果等を記録します。 

再検討 

 

 

            

 

・身体的拘束等を行った場合には、日々の心身の状態等の経

 過観察を行い検討会議にて、拘束の必要性や方法に関する

 再検討を行い、要件に該当しなくなった場合は、直ちに身 

 体的拘束等を解除します。また、一時的に解除して状態を

 観察する等の対応も考えます。 

 

１６ 苦情処理の体制 

苦情処理の体制及び手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握

 するため必要に応じて訪問を実施し、状況の聞き取りや事

 情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の

 特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管

 理者とともに検討を行い、 当面及び今後の対応を決定し

 ます。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調

 整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果

 報告を行います。苦情又は相談については、事業所として

 苦情相談の内容及び経過を記録し、原因の分析、再発防止

 のための取り組みを行います。 

 

事業所苦情相談窓口 

 

 

 

 

［担当者］ 介護支援専門員 三村 光昭 

［責任者］  管 理 者  川上 工輔 

［連絡先］  TEL；０５８－２５１－１５５０ 

       FAX；０５８－２５１－１５５６ 

 ※苦情ご意見箱を事業所玄関に設置しています。 

苦情解決体制 

（第三者委員） 

 

 

 

 

 

 

〔第三者委員一覧〕   法人事業所共通  

 

「伊藤 房吉」評議員 TEL；０５８－２３９－５８７３ 

 

「松原 隆行」評議員 TEL；０５８－２６２－１３２７  

 

「小林 和子」評議員 TEL；０５８－２５３－９１８６ 

                                                     

  

 

 



事業所外苦情相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・岐阜市役所  福祉部  介護保険課  (支援係) 

  岐阜市司町４０番地１ 

   TEL；058-214-2093 FAX；058-267-6015 

   受付時間 ８：４５～１７：３０【平日のみ】 

・国民健康保険団体連合会（介護・障害課苦情相談係） 

   岐阜市藪田南５－１４－１２ 

      TEL；058-275-9826  FAX；058-275-7635 

  受付時間 ９：００～１７：００【平日のみ】 

・岐阜県運営適正委員会（岐阜県社会福祉協議会内） 

    岐阜市下奈良２－２－１ 

   TEL；058-278-5136  FAX；058-278-5137 

  受付時間 ８：３０～１７：００  【平日のみ】 

１７ 衛生管理 

衛生管理について 

 

 

 

 

 

 

・事業所の設備及び備品等については、消毒等の衛生的な管

 理に努めています。また、空調設備により適温の確保に努

 めています。従業者の健康管理を徹底し、従業者の健康状

 態によっては、利用者との摂食を制限する等の措置を講ず

 るとともに、従業者に対して手洗いうがいを励行する等、

 衛生教育の徹底を図っています。利用者にも手洗いうがい

 を励行させていただきます。 

感染症対策 

 

 

 

・Ｏ－１５７、ノロウィルス、インフルエンザ等の感染症対

 策マニュアルの整備及びBCP策定によりを従業者に周知徹

 底しています。 

 また、従業者への衛生管理に関する研修を年度初め、流行

前に年２回以上行います。 

 

１８ 運営推進会議の概要 

運営推進会議の目的 

 

 

 

 

 

・小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型

 居宅介護に関して、通いサービス、泊まりサービス、訪問

 サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議

 の委員から評価、要望、助言等を受け、サービスの質の確

 保及び適切な運営ができるよう設置し、地域に開かれた事

 業所を目指します。 

委員の構成 

 

 

・利用者代表      ・利用者の家族代表 

・地元自治会関係者   ・地元民生委員 

・岐阜市介護保険課職員 ・地域包括支援センター職員 

開催時期 ・概ね２ヶ月に１回開催します。 

 

 



１９ 高齢者虐待防止について 

高齢者虐待防止等 

のための取組 

 

 

 

 

 

 

・事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために

次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 ①研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術

  の向上に努めます。 

 ②個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

 ③従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制

  を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組め

  る環境の整備に努めます。 

 

    

 附則 

平成 23 年 1 月 17 日（平成 23 年 1 月 17 日岐阜市役所実地指導に伴う一部変更） 

平成 24 年 3 月 26 日（平成 24 年 4 月介護保険改正に伴う一部変更） 

平成 25 年 4 月 1 日（岐阜市条例変更に伴う一部変更） 

平成 26 年 4 月 1 日（介護保険報酬単価改正及び条文の整備に伴う一部変更） 

平成 27 年 4 月 1 日（介護保険法改正に伴う一部変更） 

平成 27 年 8 月 1 日（介護保険負担割合証の発行に伴う一部変更） 

平成 30 年 8 月 1 日（介護保険負担割合証の３割負担新設に伴う一部変追記） 

令和元年 10 月 1 日（介護保険報酬単価改正に伴う一部変更及び整備） 

令 和 3 年 4 月 1 日 （介護保険法改正に伴う一部変更及び整備） 

令 和 5 年 4 月 1 日 （食事料金改定に伴う一部変更） 

令 和 6 年 4 月 1 日 （介護保険法改正に伴う一部整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 重要事項説明書の説明年月日               令和   年   月   日 

  

上記の内容について説明を行いました。 

 

               経営主体法人   社会福祉法人千代田会 

               法人所在地    〒501-0105 岐阜市河渡２丁目４５番地 

                事業所所在地    〒501-0105  岐阜市河渡２丁目１１５番地４ 

                           事業所名称         ゲストハウスごうど 

                           事業所管理者        管 理 者 川 上  工 輔 印 

               説明者職氏名        職   名  

                             氏   名          印 

 

私は、本説明書に基づいて、重要事項の説明を確かに受けました。 

              

             利用者〔住 所〕                         

             利用者〔氏 名〕                       印 

             契約者〔住 所〕                         

             契約者〔氏 名〕                                           印 

                                   （続柄；     ）  

 

 

  

 


